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発行所 

ＪＭＩＴＵ 
（日本金属製造情報通信労働組合） 
〒114-0023 東京都北区滝野川 
  3-3-1ユニオンコーポ 3階 
電話(03)5961-5601～2 
FAX (03)5961-5603 
※組織外、無断転載禁止 

 
 要求実現の力をもつ

労働組合をめざし  
 全国で組織建設と 
拡大をすすめよう！ 

 

くらしまもる一時金を！回答指定日１１月７日（水） 
 

 平均９９万 4,400 円（3.24 カ月） 141 支部分会が一斉要求 
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 ＪＭＩＴＵは１０月１９日、秋季年末闘争勝利

中央行動を展開。厚労省・通産省（中小企業庁）

への要請行動に続き、国会請願デモ・決起集会な

どおこない、秋闘要求の前進と年末一時金要求実

現へ決意をかためました。 
 １０月２４日に提出された全国１４１支部分会

の年末一時金要求の平均は９９万４，３６６円

（３・２４カ月）で、昨年を３万円上回っていま

す。大企業が軒並み空前の利益をあげて内部留保

を上積みさせているなか、労働者の収入は落ち込

み消費不況が続いています。一方、職場の人手不

足は深刻で、労働者は残業と加重労働に追われて

います。景気回復と職場の活力を引き出すため

に、経営者はいまこそ要求に応え、思い切った一

時金を出すべきです。 
 １０月２５日には東京地本が決起集会を開催 

（写真下）。回答指定日翌１１月８日（木）のスト

ライキを含む統一行動での総決起を誓いました。 
 １８秋闘は２６日現在昨年を３支部上回る１３８

支部分会で要求が出され４６支部分会で前進回答

を引き出しています。人員増、労災補償上積み、台

風時など安全対策、職場諸要求が前進しています。 
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「ＪＭＩＴＵ」（メールニュース版）は、毎月発行を基本としつつ、闘争時の職場のたたかいなどを適

時発信していきます。各支部・分会などひろく展開してください。 

 
 

 安倍内閣による憲法９条改の憲阻止をめざし、昨年の年末からとりくまれている３０００万人署名。Ｊ

ＭＩＴＵは３万筆目標でとりくんでいます。１０月に入って通信産業本部（３，３１７筆）、東京南部地協

（１，３２２筆）、同北部地協（１，０２４筆）が目標を突破。全体で１万３０００筆を突破しました。 
 東京南部・大田地域支部では昨年から毎週水曜部に蒲田駅東口で署名行動。１０月２４日（写真）には

１時間で４１筆があつまり、７００筆近くになりました。 
 
 

とるぞ！一時金 ９条改憲・消費税１０％阻止 
１１・８統一行動 ストライキ集会・職場集会で決議上げよう 

 

ＪＭＩＴＵ集合場所（国会図書館前、有楽町線

「永田町」駅２番出口２分）13:30～15:30 

１１・３国会大行動へ 

 
 内閣改造でもまったく支持率が上がらない安倍内

閣が、国会で３分２の議席を持っている間にと、憲

法９条の改憲に血眼となっています。開会中の臨時

国会に憲法に自衛隊を明記する自民党の改憲案を

提出して憲法審査会を動かし、年明け通常国会で採

択する構えです。改憲の国会発議阻止へ１１・３国

会大行動がおこなわれます。首都圏を中心に職場か

らの参加をよびかけています。 

 

１１月７日、ＪＭＩＴＵは年末一時金の回答指定日を迎え

ます。職場はいま超繁忙。多くの労働者が残業に追われてい

ます。賃金が抑え込まれているなか、一時金への期待は切実

です。回答翌８日はストライキを含む統一行動で要求実現を

めざします。 
安倍内閣は、来年１０月からの消費税１０％増税を宣言し、

既成事実化をはかっています。さらに所信表明演説では、「憲

法改定の合意をはかることが国会議員の責任だ」と公言する

など、憲法遵守義務も三権分立の原則も投げ捨て、憲法９条

改憲に執念を燃やしています。臨時国会から年明けの通常国

会のなかで国会発議を強行する構えです。 
ＪＭＩＴＵは年末一時金闘争での要求実現とともに、憲法

９条改憲、消費税１０％増税を許さず、安倍内閣の退陣を求

める職場決議運動をよびかけています。８日（木）の統一行

動では大阪地本でのストライキ集会・デモをはじめ、各地で

決起集会や職場集会がひらかれ、決議採択がおこなわれます。 

９条改憲ＮＯ！  


